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労働災害撲滅を目指し「建設工事関係者連絡会議」を開催 

～「全国安全週間準備期間」の取組 ～ 
 

栃木県内の建設業における労働災害は、平成29年、30年と2年連続して減少していますが、

高所などからの「墜落・転落」災害が全体の約３分の１と、依然して後を絶たず、また、骨折

などにより休業期間が１か月以上となる災害が６割以上をとなっています。 

厚生労働省では、現在第１３次労働災害防止計画（2018年から 2022年）を展開し、建設業

での墜落・転落災害の未然防止に取組んでいますが、栃木労働局（局長 浅野浩美）では 

死亡災害の撲滅、労働災害の防止に向けた取組を強化するため、全国安全週間（７月１日～

７日）に先立ち、「建設工事関係者連絡会議」を開催し、建設業における労働災害防止の強化

を図ることとします。 

日  時 ： 令和元年６月２４日（月）１３：３０～１５：３０ 

場  所 ： 宇都宮第２地方合同庁舎５階大会議室 

（宇都宮市明保野町１－４） 

議  題 ： 建設業における労働災害の発生状況と再発防止対策 

労働災害防止に向けた取組 

発注者・施工者・行政関係者との連携   等 

出 席 者 ： 約３０名 

厚生労働省 栃木労働局 

国土交通省 宇都宮国道事務所  宇都宮営繕事務所 

栃木県 
県土整備部        環境森林部 

農政部          企業局 

公社・公団 
栃木県道路公社    栃木県住宅供給公社 

とちぎ技術センター 

建設関係団体 建設業労働災害防止協会栃木県支部 

 

※ 当日の取材は、冒頭あいさつまででお願いします。 

令和元年６月１９日 
【照会先】 

 栃木労働局 労働基準部 健康安全課 

  課   長 井口  惠貴 

  安全専門官 山田  和昭 

（電話）028－634－9117 

Press Release 栃木労働局 



【参考】  

① 平成 30年の建設業の労働災害は、死亡者数が過去最少の 1人となり、休業 4日以

上の死傷者も前年より 18人減少しましたが、依然として、高所からの「墜落・転落」

災害が約 3分の 1を占めています。例年７月から９月にかけて工事発注の増加に伴い

災害が多発し、工期が終わる年明けから年度末にかけてピークとなる傾向にあります。 

② 全国では、公共工事を含む全ての建設工事現場において発生した災害により、年間

約 400人（いわゆる一人親方や自営業主・家族従事者を含む）もの尊い命が失われて

いることから、「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成 28

年法律第 111号）」が、平成 29年３月 16日に施行されました。 

   その基本となる方針及び施策について、平成 29年６月９日に閣議決定がなされ、

国・都道府県・建設事業者等が一丸となって取り組むこととしています。 

③ 建設業における災害防止を図るためには、工事の安全衛生管理に関してこれまで以

上に配慮された発注条件（請負金、工期等）が確保された上で、発注者・施工者・労

働災害防止行政関係者が緊密に連携して労働災害防止対策を進めて行く必要があり

ます。   
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＜栃木県の公共工事における月別労働災害発生状況　（平成25年から平成30年までの累計)
＞
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【参考資料】「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」の概要 

※ 把握時期にかかわらず発生月別に集計したもの。 

※ 折れ線グラフの数値は死亡者で内数 



「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律」の概要 

（平成28年法律第111号） 

 

栃 木 労 働 局 

１ 目的 

国民の日常生活及び社会生活において建設業の果たす役割の重要性、建設業における

重大な労働災害の発生状況等を踏まえ、公共工事を含む全ての建設工事に従事する者（以

下「建設工事従事者」という。）の安全及び健康の確保に関する施策について、国・都道府

県・建設業者等が連携し総合的かつ計画的に推進することにより、建設業の健全な発展に

資する。 

 

２ 基本理念 

  建設工事従事者の安全及び健康の確保は、次により行われなければならない。 

  ア 建設工事の請負契約における請負代金及び工期等の適正化 

  イ 設計及び施工等の各段階における必要な措置の適切な実施 

  ウ 建設業者・建設業者団体・建設工事従事者の意識を高めることによる安全で衛生的な

作業の遂行 

  エ 建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上 

 

３ 関係機関等の責務 

以下のとおり、２の基本理念を踏まえた各々の責務を有する。 

   国・・・・・・・・・・・・総合的な施策の策定及び実施 

   都道府県・・・・・・国との適切な役割分担及び各都道府県の実情を踏まえた必要な施策の

策定及び実施 

   建設事業者等・・事業活動における必要な措置及び国または都道府県が実施する施策へ

の協力 

   

４ 基本的な方針及び施策 

（１）  建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算等 

ア 安全及び健康の確保に関する経費の適切かつ明確な積算等 

イ 建設工事従事者の安全及び健康に配慮した工期の設定 

（２） 請負契約における責任体制の明確化 

（３） 建設工事現場における措置の統一的な実施 

ア 建設業者間の連携の促進 

イ 一人親方等に係る安全及び健康の確保並びに労働者災害補償保険の特別加入の促

進 

（４） 建設工事現場の安全性の点検等 

ア 建設業者等による工事現場に係る安全性の点検・分析・評価等自主的な取組の促進 

イ 建設工事従事者の安全及び健康に配慮した設計の普及 

参考資料 



ウ 省力化・生産性向上にも配慮した工法や機材の開発及び普及促進 

エ 高齢者に配慮した作業方法や熱中症対策等作業環境の改善 

（５） 建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発 

ア 安全衛生教育の促進 

イ 意識啓発に係る自主的な取組の促進 

 

５ 施策を総合的かつ計画的に推進するため必要な事項 

（１）  建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上 

ア 社会保険等の加入の徹底 

イ 建設キャリアアップシステムの活用推進 

ウ 「働き方改革」の推進 

（２）  墜落・転落災害防止対策の充実強化 

ア 労働安全衛生法令及び関係ガイドラインの遵守徹底 

イ 墜落・転落災害の充実に向け、災害発生状況や関連施策の実績等に基づく調査及び

検討並びに実効性のある対策の実施 

（３）  2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた先進的取組 

ア 「大会施設工事安全衛生協議会」に対する指導援助 

イ 日本の建設工事における高い安全性と信頼の次世代への継承 

（４）  基本計画の推進体制 

ア 関係者における連携及び推進体制の強化 

① 建設工事従事者安全健康確保推進会議」の設置 

② 建設工事従事者安全健康確保推進専門家会議」の設置 

イ 調査・研究の充実 

① 独）労働者健康福祉機構 労働安全衛生総合研究所の活動強化 

    ② 海外の研究機関等とのネットワークの活用 

 

６ その他 

（１） 政府は、施策を実施するため必要な法制上、財政上または税制上その他の措置を講じ

なければならない。 

（２） 施策について、基本計画の策定後２～３年で調査・検討を行い、必要に応じ速やかに変

更する。 

 

７ 公布及び施行日等 

（１）  公布日 

   平成28年12月16日 

（２）  施行日 

   平成29年３月16日 

（３）  基本計画の策定 

   平成29年６月９日 閣議決定 


